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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年９月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月１８日 １６時５３分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市馬島南西方沖 

 馬島港西防波堤灯台から真方位２３９°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.６′ 東経１３０°５０.８′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 YI
イ

 SHENG
シ ェ ン

（中華人民共和国籍）、４,８２２トン 

   ９１３０９９９（ＩＭＯ番号）、SINOTRANS CONTAINER LINES 

CO.,LTD. 

   １１３.００ｍ×１９.００ｍ×８.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３５３kＷ、１９９６年８月２３日（竣

工） 

Ｂ 鮮魚運搬船 No.2010 Bosung
ボ ー ス ン

（大韓民国籍）、１４３トン 

８３５１３４０（ＩＭＯ番号）、個人所有 

      ４０.３６ｍ×６.９０ｍ×２.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、１９８３年１月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４７歳 

 船長免状（タンカー、旅客船、高速艇を除く）（中華人民共和

国発給） 

    交付年月日 ２０１１年２月１日 

          （２０１６年２月１日まで有効） 

航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ３２歳 

 一等航海士免状（タンカー、旅客船、高速艇を除く）（中華人

民共和国発給） 

 交付年月日 ２０１１年９月８日 

       （２０１６年９月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ（大韓民国籍） 男性 ４２歳 

   六級航海士（２００トン未満限定船長）（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１１年９月７日 

          （２０１６年９月６日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷及び塗膜剝離 

Ｂ 右舷船首外板及び船首楼甲板船首部に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び操舵手Ａほか１７人（全員中華人民

共和国籍）が乗り組み、船首約６.０ｍ、船尾約６.８ｍの喫水によ

り、馬島南西方沖を、約１１.５ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で関門港の関門第二航路（以下「本件航路」という。）西口

に向けて南東進していた。 

 船長Ａは、操船指揮を執り、航海士Ａを見張りに就け、操舵手Ａを

操舵に当たらせていた。 

 船長Ａ及び航海士Ａは、目視及び２台のレーダーを１.５海里

（Ｍ）と２Ｍのレンジとして見張りを行っていたところ、右舷後方に

本件航路に入ろうと南東進している船（以下「第三船」という。）及

び左舷前方からＡ船前方を横切るように航行しているＢ船、そして前

方に反航船を認めた。 

 航海士Ａは、第三船を先に本件航路に入航させるため、減速するよ

う船長Ａから指示されたので、徐々に減速しながら周囲の見張りを行

っていたところ、左舷前方のＢ船が間近に迫って来たことに気付き、

汽笛を連続して鳴らした。 

Ａ船は、Ｂ船がＡ船の船首方を左方から右方へ通過した後、後進し

始めたので、船長Ａが操舵手Ａに左舵を取るよう指示したところ、平

成２６年１１月１８日１６時５３分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の右舷船

首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人（全員大韓民国籍）が乗り組

み、船首約２.８ｍ、船尾約４.５ｍの喫水により、山口県下関市南風
は え

泊
どまり

漁港を出港し、船長Ｂが、操舵室中央にある舵輪前の椅子に座っ

て操船し、航海士Ｂが操舵室右舷側に立って見張りを行い、大韓民国

の済州島に向け、馬島南方沖を約８～９knの速力で西進していた。 

Ｂ船は、レーダーを１.５Ｍレンジで作動させていたが、船長Ｂ

は、航海士Ｂと会話をしていて、２人の間に位置するレーダー画面を

見ず、目視で前方の見張りを行っていた。 

Ｂ船は、本件航路の西口付近を横切るように航行した際、船長Ｂ

が、右舷正横３００ｍ付近のところに接近するＡ船に気付き、汽笛を

鳴らし、衝突を回避しようとして、クラッチを後進側に入れ、後進し

ていたところ、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、乗組員に船首の損傷部の調査を指示し、海上保安庁に本

事故の発生を通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示により、山口県下関市六連島錨地に、Ｂ

船は南風泊漁港に移動した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜
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粋）、写真１ Ａ船船首損傷部、写真２ Ｂ船船首損傷部（外板）、

写真３ Ｂ船船首損傷部（甲板） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮流 西流約０.４～０.６kn（事故発

生場所） 

日没時刻：１７時１２分ごろ 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、本事故時、通峡スタンバイ体制をとっており、両舷アンカ

ーをアンカーシャックルの部分まで出していた。 

 航海士Ａは、レーダー画面を見て、約１ＭのところからＢ船が、Ａ

船の船首方を左方からＡ船に近づいて来ていることを知っていた。 

Ａ船は、ＶＤＲを備えていたが、データが上書きされており、本事

故調査時は、本事故時のデータがなかった。 

 船長Ｂと航海士Ｂは、Ａ船の汽笛を聞いていなかったが、Ｂ船の船

尾甲板にいた乗組員は聞いていた。 

 Ｂ船は、ＡＩＳ及びＧＰＳプロッターを備えており、本事故時まで

のＡＩＳデータの記録はなかったが、ＧＰＳプロッターに位置情報の

記録が残されていた。 

 船長Ｂは、第三船の存在に気付いていなかった。 

 船長Ｂは、本事故後、本事故当時パニック状態に陥ったと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、馬島南西方沖を、本件航路西口に向けて南東進中、Ａ船の

船首方を左方から右方へ横切って通過した後、後進し始めたＢ船を、

左舵を取って回避しようとしたものの、Ａ船船首とＢ船右舷船首とが

衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、航海士Ａから、Ｂ船がＡ船の船首方を左方からＡ船に近

づいて来ていることを聞いていたが、Ａ船が進路及び速力を保持する

立場にあり、Ｂ船が避けるものと思っていた可能性があると考えられ

る。 

 Ａ船は、右舷後方にＡ船を追い越す第三船がいたことから、左舵を

取ったものと考えられる。 

Ｂ船は、馬島南方沖を西進中、船長Ｂが航海士Ｂとの会話に意識を

向け、見張りを適切に行っていなかったことから、本件航路に入航し

ようとしていたＡ船の船首方でＡ船に気付き、衝突すると思い、回避

しようと後進し始め、両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、右舷正横にＡ船を認めたとき、パニック状態に陥った可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が馬島南西方沖を、本件航路西口に向けて南東進
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中、Ｂ船が馬島南方沖を西進中、船長Ｂが、航海士Ｂとの会話に意識

を向け、見張りを適切に行っていなかったため、Ｂ船がＡ船の船首方

でＡ船に気付いて後進し、Ａ船が左舵を取って回避しようとしたが間

に合わず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の状況とレーダー画面に意識を向け、見張りを適

切に行うこと。 

 ・操船者は、輻輳
ふくそう

海域を通航する場合、常に周囲の船の動向に注意

し、安全な操船を心掛けること。  
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（注）Ａ船の航跡はＡＩＳの記録、Ｂ

船の航跡はＧＰＳプロッターの記録、

第三船（追い越し船）の航跡は航海士

Ａの口述によるものである。 



- 6 - 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

      

時刻 

（時：分：秒） 

北緯 

（°-′-″） 

東経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

(kn) 

 16:49:18 33-58-12.0 130-50-12.2 183.4 165 12.5 

 16:49:41 33-58-07.4 130-50-13.0 164.2  143 11.8  

 16:50:02 33-58-04.0 130-50-15.4 143.4  139 11.0  

 16:51:08 33-57-54.5 130-50-25.2 138.7  140 11.5  

 16:52:19 33-57-43.9 130-50-35.9 140.0  140 11.7  

 16:53:05 33-57-37.1 130-50-42.4 141.8  126 10.4  

 16:53:26 33-57-35.0 130-50-44.8 131.1 108 9.3 

 16:53:48 33-57-33.5 130-50-48.4 111.6 097 7.8 

 16:54:02 33-57-33.1 130-50-50.4 102.5  092 7.3  

 16:55:01 33-57-33.4 130-50-58.4 084.4  112 7.0  

 16:56:03 33-57-30.7 130-51-05.8 137.3  153 6.3  

 16:57:07 33-57-24.5 130-51-09.5 156.8  155 6.4  

 16:58:07 33-57-18.5 130-51-12.5 161.8  148 6.3  

 16:59:02 33-57-14.0 130-51-16.0 127.3  112 5.6  

 17:00:05 33-57-12.1 130-51-22.6 097.7  089 5.6  

（注）船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

写真１ Ａ船船首損傷部 

 

 



- 7 - 

写真２ Ｂ船船首損傷部（外板） 

 

 

 

              写真３ Ｂ船船首損傷部（甲板） 

 


